
外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議について

一定の専門性・技能を有する外国人等の受入れ並びに国民及び我が国で生活する外国人にとって安全・
安心な、秩序ある共生社会の実現に向けた環境整備について、関係行政機関の緊密な連携の下、政府一
体となって総合的な検討を行う

議 長 ： 内閣官房長官
副議長 ： 外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣

法務大臣
構成員 ： その他２０閣僚

外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議

外国人の受入れ・

秩序ある共生社会実現に関する
関係閣僚会議幹事会

特定技能制度及び
育成就労制度の基本方針及び

分野別運用方針に関する有識者会議

外国人との
秩序ある共生社会の

実現のための有識者会議

組織体制

今後のスケジュール

11月～１２月 「外国人との秩序ある共生社会の実現のための有識者会議」の開催

１月目途 「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」の改訂
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